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Ⅰ.「第３回いわて健康経営アワード」実施結果報告 
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・協会けんぽ岩手支部では、加入者の皆様の健康の保持増進を図るため、岩手県、各経済団体、企業等と連携して「いわて健
康経営宣言」事業を実施し、加入事業所への健康経営の普及を目指しています。 
・本事業の一環として、健康経営のさらなる普及と自社従業員の健康づくりに対する意識を向上していただき、その取り組みを実
施する事業所の拡大を図ることを目的に、「第3回 いわて健康経営アワード」を開催しました。 
・岩手県内の計17事業所から独自性のある取り組みを応募いただき、厳正な審査のうえ、最優秀賞をはじめとした計5か所の受
賞事業所を決定させていただきました。 
・受賞事業所における取組内容及び表彰の模様は、岩手日報紙面上で計3回シリーズで掲載いたしました。 
  ※12月18日（火）、12月21日（金）、12月27日（木）掲載 

【実施要領（抜粋）】 
●応募対象 
 岩手支部の加入事業所 
●応募期間 
 平成30年6月18日（月）～平成30年9月14日（金） 
●表彰 
 表彰は、次の種類により実施 
 一 最優秀賞       １事業所 
 二 優秀賞         ２事業所 
 三 スモ-ルチェンジ賞   2事業所 
●審査 
 ・第１次審査 
   審査員は、全国健康保険協会岩手支部企画総務部の担当役職 
  員で行うこととする。 
 ・最終審査 
   審査員は、全国健康保険協会岩手支部評議会の評議員で行うこ 
  ととする。 

主催：協会けんぽ岩手支部  協力：岩手日報社   
協賛：㈱伊藤園 
後援：岩手県・岩手県商工会議所連合会・岩手県商工会連合会・岩手県中小企業団体中央会・一般社団法人岩手県経営者協会 
   一般社団法人岩手経済同友会・岩手労働局・岩手県社会保険労務士会 
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1.「第3回いわて健康経営アワード」実施結果報告 

受賞 事業所名 

最優秀賞 株式会社藤村商会 

優秀賞 

有限会社奥州ネット 

株式会社薬王堂 

スモール 
チェンジ賞 

株式会社共栄薬品 

株式会社野田バイオパワーＪＰ 

≪受賞事業所≫ 
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2.岩手日報掲載広告① 

【 最優秀賞 】 株式会社藤村商会（12/18掲載） 
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【 優秀賞 】 
・有限会社奥州ネット 
・株式会社薬王堂 

（12/21掲載） 

【 スモールチェンジ賞 】 
・株式会社共栄薬品 

・株式会社野田バイオパワーＪＰ 
（12/27掲載） 

2.岩手日報掲載広告② 
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Ⅱ.平成31年度インセンティブ制度について 
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○ インセンティブ制度は、これまでの運営委員会や支部評議会の議論を踏まえ、健康保険法施行令の一部を改正する政令及び健康保険
法施行規則の一部を改正する省令が平成30年３月に公布された。開始年度である平成30年度から本格実施し、その実績を平成32
年度の都道府県単位保険料率に反映することとなる。 

○ 本格実施の開始年度である平成30年11月時点で集計可能な平成30年度（４月～９月）の実績データはP.9～13のとおりである。 

⇒ 平成31年度インセンティブ制度について、現在、本格実施としての取組を開始して間もなく、４月～９月の上半期分の実績を見ても、評
価指標等を変更する特段の事情が見受けられない。このため、平成31年度も今年度と同様の指標で実施することとし、引き続き、丁寧
な周知広報に取り組んでまいりたい。 
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 ＜インセンティブに係る保険料率について＞ 

 ○ インセンティブ分に係る保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率の中に、 0.01％ を盛り込むこととされ
ている。 

 ○ また、制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入することとされているため、今回の
集計では全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率の中に0.004％を盛り込んで実績を算出することとする。 

実績データの前提条件について 

1.平成31年度インセンティブ制度について 

 ＜本格実施（平成30年４月～９月分）について＞ 

 ○ 平成30年４月～９月分の実績については、平成30年11月時点で集計できるデータを活用をしていることから、各指標の対象月が異
なる。詳細は以下のとおりである。 

   【指標１】特定健診等の受診率   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年４月～９月 
   【指標２】特定保健指導の実施率   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      同上 
   【指標３】特定保健指導対象者の減少率   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      同上 
   【指標４】医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 ・・・ 平成30年４月～５月に受診勧奨を行った者のうち、 
                                                   受診勧奨から３か月後までに医療機関を受診した者 
   【指標５】後発医薬品の使用割合   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成30年4月～８月 

2019年度（2021保険料率） 

         0.007％  

2020年度（2022年度保険料率） 

         0.01％ 
2018年度（2020年度保険料率） 
         0.004％ [平成30年度] 
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【具体的な評価方法】 

○ 下表のとおり、評価指標及び実績の算出方法を定め、評価指標内では【】で記載した評価割合を用いて評価する（この際、使用する

データは毎年度４月～３月までの分の実績値を用いることとする）。 

○ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の総得点としランキン

グ付けを行う。  

○ 前年度からの実績値の伸びを評価する際には、以下のとおり支部ごとの伸びしろ（100％－当該支部の実績値）に占める割合を評

価する。 

      対前年度伸び幅（率）  

    100％－当該支部の実績 

 

           
 
 

１ 特定健診等の受診率（使用データ：４月～３月の40歳以上の受診者数（事業者健診については、同期間のデータ取り込み者数）） 

＜実績算出方法＞ 
 自支部被保険者のうち生活習慣病予防健診を受診した者の数＋自支部被保険者のうち事業者健診データを取得した者の数＋ 
 自支部被扶養者のうち特定健診を受診した者の数 
                         自支部加入者のうち特定健診対象者数 

 ① 特定健診等の受診率【60％】 

 ② 特定健診等の受診率の対前年度上昇幅【20％】 

 ③ 特定健診等の受診件数の対前年度上昇率【20％】 

２ 特定保健指導の実施率（使用データ：４月～３月の特定保健指導最終評価終了者数） 
                     
＜実績算出方法＞ 
    自支部加入者のうち特定保健指導実施者数（外部委託分を含む。） 
         自支部加入者のうち特定保健指導対象者数 

 ① 特定保健指導の実施率【60％】 

 ② 特定保健指導の実施率の対前年度上昇幅【20％】 

 ③ 特定保健指導の実施件数の対前年度上昇率【20％】 

※【】は評価指標内での評価割合 

（％） 

（％） 
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赤字は前回からの修正点 
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３ 特定保健指導対象者の減少率（使用データ：前年度特定保健指導該当者であって４月～３月に健診を受けた者のうち、その結果
が特定保健指導非該当となった者の数） 

＜実績算出方法＞ 
  (Ａ)のうち、(前年度積極的支援→動機付け支援又は特保非該当者となった者の数)＋(前年度動機付け支援→特保非該当者となった者の数) 

       自支部加入者のうち、前年度特定保健指導該当者であって今年度健診を受けた者の数（Ａ） 

４ 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率（使用データ：４月～３月に受診勧奨を行った者のうち、受診勧奨か
ら３か月後までに医療機関を受診した者の数） 

＜実績算出方法＞ 
          （Ａ）のうち医療機関受診者数 

   自支部加入者のうち、本部からの受診勧奨送付者数（Ａ） 

 ① 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率【50％】  

 ② 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の対前年度上昇幅【50％】 

5 後発医薬品の使用割合（使用データ：４月～３月の年度平均値） 

＜実績算出方法＞ 
        自支部加入者に対する後発医薬品の処方数量 

     後発医薬品のある先発医薬品の数量＋後発医薬品の数量  

 ① 後発医薬品の使用割合【50％】 

 ② 後発医薬品の使用割合の対前年度上昇幅【50％】 

※【】は評価指標内での評価割合 

（％） 

（％） 

（％） 
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インセンティブ制度に係る本格実施の実績 

【平成30年４月～９月分】 

 
※当該集計は、平成30年11月末時点で集計可能なデータを用いていることから、暫定値
であり、今後集計する通年ベースのデータとは乖離が生じることに留意が必要。 
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別紙１ 
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【
得
点
】 

【
総
得
点
】 

５つの評価指標の総得点及び 
各評価指標の全国平均との差 

指標１．特定健診等受診率の得点及び 
      当該評価指標に係る各項目の全国平均との差 

【
各
項
目
の
平
均
と
の
差
の
合
計
】 

【
各
評
価
指
標
の
平
均
と
の
差
の
合
計
】 

2.平成30年４月～９月分のデータを用いた実績① 
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指標２．特定保健指導実施率の得点及び 
      当該評価指標に係る各項目の全国平均との差 
 

指標３．特定保健指導対象者の減少率の得点及び 
      当該評価指標に係る各項目の全国平均との差 
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2.平成30年４月～９月分のデータを用いた実績② 
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指標４．医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の得点及び 
      当該評価指標に係る各項目の全国平均との差 

指標５．後発医薬品の使用割合の得点及び 
      当該評価指標に係る各項目の全国平均との差 
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2.平成30年４月～９月分のデータを用いた実績③ 
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減算分 減算後 全国平均（＝加減算前） ※ 得点 ＝ 偏差値－偏差値中央値 

【平成30年度実績評価⇒32年度保険料率へ反映した場合の試算】 加算率0.004 

0.004 （※2） 

（※1） 
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※1 2.137％とは、平成30年度の後期高齢者支援金に係る料率であり、本集計においては当該料率を使用している。 
※2 平成32年度保険料率に係るインセンティブの保険料率は、平成30年度総報酬額の実績に0.004％を乗じて平成32年度総報酬額の見込み額を除して計算する。本集計においては、計算のための

データがないため、0.004％としている。（詳細は、「平成30年3月20日開催  第91回運営委員会資料 資料３」に掲載。） 
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2.平成30年４月～９月分のデータを用いた実績④ 
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Ⅲ.平成31年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 
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機密性2 

 平成30年度：280,000円（標準報酬月額等級：第21級） → 平成31年度：300,000円（標準報酬月額等級：第22級） 

平成31年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 

≪参照条文≫健康保険法（大正11年法律第70号） 
（任意継続被保険者の標準報酬月額） 
第４７条  
 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第４１条から第４４条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 
 一 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 
 二 前年（１月から３月までの標準報酬月額については、前々年）の９月３０日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均し 
   た額（健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額）を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 

 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限については、前年の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が
管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月
額となる。 
 平成30年9月末現在の被保険者一人当たり標準報酬月額（全被保険者の同月の標準報酬月額の平均）が291,181円
であることから、平成31年度の標準報酬月額の上限については、300,000円とする。 
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Ⅳ.第4回北海道・東北ブロック評議会の開催について 
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第4回北海道・東北ブロック評議会の開催について 

 下記のとおり、第4北海道・東北ブロック評議会が開催されます。 

 なお、岩手支部評議会からは小澤議長、川井評議員にご出席いただく予定となっております。 

●開催日時：平成３1年３月１４日（木） １３：００～１７：００ 
 
●会   場：TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B 
        （仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス3階） 
 
●議   題  
   １．インセンティブ制度について 
 

   ２．平成３０年度協会けんぽの取組状況について 

＜参考＞ブロック評議会の概要 
 
◆開催の目的  
 各評議会において他支部の評議会との情報共有や連携を図るために、支部間の横の繋がりを拡大し、支部の枠を超えた議論についても積極
的に行う土台として、ブロック単位において評議員を参集して意見交換を行うための場を提供するもの。 
 
◆参加者 
 各ブロックの支部評議員、支部幹部職員、本部役職員とする。 
 
◆開催スタイル 
 ・全国の各ブロック（６ブロック）を単位として開催。（※岩手は北海道＋東北のブロックに属する） 
 ・開催地及び幹事支部は、各ブロックの取り決めによるものとする 。（※今年度の幹事支部は福島支部） 


